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意見聴き取り調査票 

（一般社団法人福島県建設業協会） 

１ 貴団体における現状と課題について 

◇現 状

①復興事業収束後の公共工事量減少に伴う将来不安

（図－１福島県土木部予算の推移 のとおり）

（図－２福島県復興予算と通常予算の推移と今後 のとおり）

②受注できる企業とできない企業の企業間格差

③技術者・技能労働者の不足及び高齢化

④老朽化する社会インフラの増大

⑤自然災害の激甚化・頻発化・広域化

（図－３会員数の推移（県全体・支部） のとおり）

⑥建設業に対する住民理解が不十分

◇課 題

①安定的な公共工事量の確保

②人口減少社会に対応した技術力の継承と提案力の強化

③人口減少に伴う公共投資の減少を見据えた企業再編

④事業承継・後継者育成への対応

⑤企業を維持するための安定経営・健全化

⑥地域の仕事を地元企業が受注できる環境整備

⑦企業規模が縮小する中での雇用確保

⑧働きやすい職場づくりのための働き方改革への対応

⑨生産性・安全性の向上のための建設ＤＸへの対応

⑩今後増大するインフラの老朽化対策への対応

⑪自然災害へ備えた体制の維持・企業の存続

⑫建設業の魅力や遣り甲斐、役割などへの理解増進

⑬人口減少に伴う地域再生に果たす建設業の役割

⑭持続可能な社会をつくるためのＳＤＧｓの取り組み

◇参 考

図－４福島県発注工事有資格者数の推移（県内） 
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２ 入札制度に対する要望について 

特に要望したい件について、２～３点程度ご記入をお願いします。 

 

◇地域の守り手育成型方式について

（一般土木工事・舗装工事） 

① 試行要領において、国・県・市町村それぞれの地域貢献の実績が資格要

件となっているが、県の入札制度である以上、これまでと同様に県管理

施設に係る除雪作業、災害対応、維持補修業務を担っている企業に限定

していただきたい。

  （補足資料１ Ｐ６－Ｐ８参照） 

② 工種や登録企業数など地域の実情に応じて、指名候補者数について県内

一律の１２者以上に拘らず、柔軟に選定していただきたい。

（補足資料１ Ｐ８－Ｐ１０参照） 

③ 品質確保の観点から、実績と信用に基づき県の地域貢献度及び県発注工

事の実績、技術的適正を踏まえ適切な選考をしていただきたい。

（補足資料１ Ｐ１１－Ｐ１２参照） 

（建築工事） 

① 建築工事については、除雪業務委託や維持補修業務委託の実績がなく支店

が準本店の扱いとはならないことから、入札参加者の選定は、本店のみと

していただきたい。

② 建築工事は発注件数が少ないことから「手持ち工事量」、「指名による受

注回数」、「指名回数」を除外していただきたい。

③ 当該建物を建設した施工会社については、その建物の使用機材や使用形態

を的確に把握していることから、施工実績に配慮し、必ず改修工事や修繕

工事に選考していただきたい。

④ 地域の守り手が存続することの重要性は、全部局で同様であることから、

地域の守り手育成型方式を土木・農林水産部以外の他部局へ拡大していた

だきたい。
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３ 質問事項 

（１）総合評価方式における評価項目の見直しについて要望や意見がございま

したらご記入をお願いします。 

 

 

◇総合評価方式について

（一般土木工事・舗装工事：①～⑦全て、建築工事：②、③、④、⑥、⑦） 

・・・補足資料１ Ｐ１２－Ｐ１４

① 災害時の出動実績又は災害応援協定締結、並びに除雪、維持補修業務の

実績の評価について、県のみの実績としていただきたい。また、それぞ

れ個別の評価対象としていただきたい。

  ・地域の守り手育成型の試行導入に合わせて、総合評価方式についても新た

に国と市町村の実績を評価対象に加えたことは令和元年度までの考え方

と整合性がない。 

・災害時の出動実績又は災害応援協定締結と除雪、維持補修業務の実績評価

は、新卒・離職者の雇用実績及び雇用の維持・確保を含めた４項目から２

項目を選択することになっているが、それぞれ目的が全く異なっている項

目であり、特に災害時の出動実績又は災害応援協定締結と除雪、維持補修

業務は、頻発する自然災害や豪雪への対応で２４時間体制が必要となる激

務であるため、企業の実績を適正に評価するためにもそれぞれ個別の評価

対象としていただきたい。 

② 過去５年以内の工事成績の評価区分について、８０点以上８５点未満、

８５点以上の区分に分けていただきたい。

・８０点以上の区分について、８５点以上は優良工事表彰の対象となるが優

良工事表彰は各部門１件であるため、受賞できなかった８５点以上の工事

は８５点未満の工事と同じ評価となる。したがって、より高い品質確保と

技術力にインセンティブを付与する目的から、８０点以上８５点未満の区

分と、８５点以上の区分に分けていただきたい。

③ 若手・女性技術者を配置予定技術者とする評価について、女性技術者を

削除していただきたい。

・当協会は男女を区別することなく若年入職者の促進に取り組んでおり、各

社においても男女を問わず募集しているが、採用実績は企業の規模や地域

性によって大きな差があり公平性の観点から評価対象とするのは適当でな

いため、削除していただきたい。
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④ ＢＣＰ（事業継続計画）策定企業の加点評価について

・事務局の回答で「福島県においてはＢＣＰを審査、認定する制度がない

ためＢＣＰ策定企業の評価できない」としているが、県との災害応援協

定や防疫協定などに基づいて活動する企業は日頃からＢＣＰに基づき常

に対応ができるように備えており、この取組は県民の安全安心の確保に

直結するもので評価に値すると考えており、その制度を設けて評価でき

るようにしていただきたい。

⑤ 企業の技術力評価のふくしまＭＥ資格保有の加点評価について

・品質確保の観点から、特別簡易型と地域密着型にも適用していただきた

い。

・また、ＭＥ資格保有者を配置技術者とした場合についても、加点対象と

していただきたい。

⑥ 入札参加者の所在地における本店、準本店、支店、営業所の評価について

・準本店は本店と同等の評価であるが、入札参加者の所在地の評価におい

て、本店と準本店で配点に差を付けていただきたい。 

・支店、営業所の評価について、委任の有無によって配点に差を付けてい

ただきたい。ただし、企業合併等によって同じ建設事務所管内に本店と

支店あるいは営業所がある場合は除く。

・支店、営業所の専任技術者の常勤について、現場レベルで実態を十分確

認し、建設業法許可に違反が認められた場合は厳正に対応していただき

たい。

⑦ 県民を守る企業の更なる評価について

・「家畜伝染病における防疫対策業務に関する協定」の締結とそれを実

施した企業についても「災害時出動実績又は災害応援協定締結」と同

様に加点対象としていただきたい。

・加点は、選択項目ではなくそれぞれ個別で評価していただきたい。

 （建築工事）・・・補足資料１ Ｐ１４－Ｐ１５ 

◇企業の技術力について

①「施工能力」については、標準型、簡易型で過去１０年以内の場合のみ加

点となっているが、建築工事の件数は一般土木工事の１５％以下であるこ

とから、受注機会の僅少さを補完する必要があるため、「施工能力」を標

準型、簡易型においても過去１０年～１５年以内での加点評価にしていた

だきたい。
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②「工事成績」については、過去５年以内となっているが、建築工事の件数

は一般土木工事の１５％以下であることから、受注機会の僅少さを補完す

る必要があるため、「工事成績」を過去１０年以内で評価していただきた

い。

③「優良工事」については、過去１０年以内となっているが、１度の表彰に

おける受賞企業が少なく、企業の実績が失われてしまうため、「優良工

事」を過去１５年以内で評価していただきたい。 

◇配置予定技術者の技術力について

④「施工能力」については、標準型、簡易型で過去１０年以内の場合のみ加

点となっているが、建築工事の件数は一般土木工事の１５％以下であるこ

とから、受注機会の僅少さを補完する必要があるため、「施工能力」を標

準型、簡易型でも過去１０年～１５年以内で加点評価していただきたい。 

⑤「工事成績」については、過去５年以内となっているが、建築工事の件数

は一般土木工事の１５％以下であることから、受注機会の僅少さを補完す

る必要があるため、「工事成績」を過去１０年以内で加点評価していただ

きたい。 

◇地域社会貢献度について

⑥「同一市町村実績」については、標準型、簡易型で２．５点となってお

り、建築工事実績と他工事実績で同一加点だが、建築工事と他工事では工

種が全く異なるため、「同一市町村実績」を標準型、簡易型で、建築工事

２．５点、その他１．０点で加点評価していただきたい。 

⑦「同一市町村実績」については、特別簡易型で１．０点となっており、建

築工事実績と他工事実績で同一加点だが建築工事と他工事では工種が全

く異なるため、「同一市町村実績」を特別簡易型で、建築工事１．５

点、その他０．５で加点評価していただきたい。 
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（２）少子化や過疎化に対応するための入札制度等への提案等ございましたら

ご記入をお願いします。 

 

 

① 少子化について

○行政には若年入職者を促進する支援策をお願いしたい。

○適正利潤の確保を規定した品確法に基づき、最低制限価格、低入札の失格基準、

調査基準価格の引上げをお願いしたい。

・少子化により、若年入職者を始めとする担い手の確保が深刻化している。これま

で建設業は長年「危険」、「汚い」、「キツい」という「３Ｋ」のイメージが定

着しており、他産業と比べて建設業への就業を希望する割合が低い状況である。 

・建設業も過去の３Ｋから脱却し、「給料が良い」、「休日が取れる」、「希望が

持てる」の「新３Ｋ」を目標に掲げ、担い手確保で他産業に負けないよう、若年

者の建設業への入職促進に取り組んでいる。

・小学生から高校生への建設現場見学会やインターンシップをはじめ、若年者の就

職支援を目的としたポータルサイト「建設 channel」や公式 YouTubeにおいて情

報を発信する等、広く事業を実施して建設業への理解を進めている。

・今後、仕事量が減少し過度な価格競争が増加すると建設企業の維持・存続が危ぶ

まれ、結果として県民の安全・安心が保たれなくなるため、地域の建設企業が新

３Ｋを実現させ、担い手を確保し、安定的な経営が出来るよう適正な利潤の確保

が必要不可欠である。

② 過疎化について

○包括的維持管理における委託業務の範囲と発注規模の拡大をお願いしたい。

○地域の除雪・維持管理業務の業者選定については、単なる競争性ではなく透明性

と住民理解を重視していただきたい。

・当協会の会員数は平成７年をピークに現在の２３９社と４０％近く減少してい

る。これは近い将来、広大な県土を持つ福島県で激甚化・頻発化・広域化する自

然災害への対応及び維持管理、除雪対応を危機的状況に晒され、地域を守る地元

建設企業の対応が困難になることが予想される。

・令和３年度現在では、県と災害応援協定を締結している企業が、主に過疎・中山

間地域で不在である町村が１２あり、１社のみの町村は１６と、市町村の約半数

が災害対応や除雪等で危機的状況にあると言えるので、より地域に密着した、且

つ、地域に貢献している企業が受注できる環境を整備する必要がある。

・地元企業が不在、或いは少ない地域においては、近隣の会員企業等が連携して対

応する包括的維持管理契約を尚一層推進し、対応を行う必要性がある。

・そのためにも、地域の安全・安心を担う地元建設企業の存続が必要不可欠であり、

競争性を重視するだけではなく、地元企業が安定的に経営できる透明性のある

入札制度にしていただきたい。 
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（３）現行の発注金額の設定における入札参加者の格付や地域要件等に対する

意見や要望等がございましたらご記入を願いします。 

 

 

◇格付けについて

① 限られた技術者の有効活用や、技術力向上、育成・確保等を図るため、地域

の守り手育成型及び地域密着型の金額帯を３千万円未満から５千万円未満へ

引き上げていただきたい。

② 格付等級は、公共工事の入札の基本である。そのため、どの入札方式でも格

付等級と設計金額の関係は品質確保の観点から同じ考えにすべきであり、地

域の守り手育成型においても総合評価と同様に格付等級に基づいて選考して

いただきたい。

◇地域要件について

① 地域の守り手育成型は地域の守り手企業が受注する工事であると限定的に捉

えれば、エリアを拡大して指名者数を必要以上に多くするよりも工事個所に

より近い企業群で実績と信用がある企業を対象として選定するのが実情に合

っており、当面は地域密着型との併用によって地域を広げず限定的にしてい

ただきたい。

② 試行要領で管内を基本としているからなのか遠距離にある者まで選考して１

２者以上の数を確保している事例が多く散見されるが、自然災害が頻発すれ

ば一番先に現場に駆け付けるのは現場近くの企業であるので、災害活動や除

雪作業、維持管理業務の実績と地域性を考慮し、土木事務所管内を優先し工

事規模や難易度等で必要に応じて管内を広げるよう限定していただきたい。
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４ その他 

県の入札制度に対するご意見等について何かありましたらご記入をお願い

します。また、ＳＤＧｓ及び高齢者雇用についての貴団体のお考えや取組事

例があれば併せてお書きください。 

 

 

◇意見・質問

① 地域の守り手育成型の育成の目的とその対象企業について

市町村実績のみの企業を、県の除雪作業、県管理施設の災害対応や維持管

理業務なども担える企業として新たに育成していくことを想定しているの

か、またそれが現実的に可能だと考えているのか。またこれらの企業にど

のようなことを期待しているのか、伺いたい。

② 特定関係がある者同士の同一工事での指名について

特定関係（資本関係・人的関係）にある者を同一工事で指名することを認

めている理由は何か、伺いたい。

③ 地域の守り手育成型と総合評価における入札参加格付等級の矛盾について

地域の担い手育成型についてなぜすべての格付等級を対象とすることがで

きるとしたのか、その理由を伺いたい。

④ 技術的適正の評価について

地域の守り手育成型において、技術的適正の評価について具体的にどのよ

うに評価しているのか、伺いたい。

◇要望

①委員会で調査審議を十分尽くしていただくとともに、入札制度監視委員会の

委員に品確法や公共調達等に関する専門的知識を有する中立的立場の方を加

えていただきたい。

②入札時の質問期間について、通常工事では５日間以上（休日を除く）とされ

ているが、ほとんどの工事で５日間と設定されている。

構造物が多く工種の多い５千万円を超えるような工事においては、設計図書

の理解に時間を要し、公告から質問書提出までの期間が５日間と短いため、

工事内容や金額に応じて、６日間～１０日間とするなど質問期間を長くして

いただきたい。



9 

◇ＳＤＧｓの取組事例

  ＳＤＧｓは、より良い世界、より良い福島県をつくるために取り組むべき課題

であり、当協会としてもこれまでの取組をＳＤＧｓの体系に取り入れて、引き続

き取り組んでいくこととしている。 

（当協会の対応） 

  当協会の令和３年度の事業計画の重点目標の一つとして、会員企業に対してＳ

ＤＧｓを啓蒙する研修会を２回（８月、１１月開催予定）開催した。 

  また、建設業におけるＳＤＧｓの取組事例を紹介するなど、建設業におけるＳ

ＤＧｓの必要性等を広報している。 

（会員企業の対応） 

①ゴール４（質の高い教育をみんなに）

・地元高校生への現場見学会、現場実習の実施

②ゴール７（エネルギーをみんなに そしてクリーンに）

・社屋への太陽光パネルの設置

・事務所内照明のＬＥＤ化

・社用車のエコカー推進

・排出ガス対策型の重機活用

・コンクリートの再資源化・脱炭素化

③ゴール８（働きがいも経済成長も）

・地域住民の積極的な雇用

④ゴール１１（住み続けられるまちづくりを）

・公共施設・公道の整備

・降雪地域の除雪対応

⑤ゴール１５（陸の豊かさも守ろう）

・道路清掃ボランティア活動

・工事中の環境への配慮（水質、騒音等）

※画像を加工し、会社名・工事名・車輌ナンバーの一部を伏せています。
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◇高齢者雇用について

① 労働者の高齢化の現状

・建設業界は労働者の高齢化が急速に進んでおり、今後の高齢労働者の大量退

職により担い手となる後継者不足が深刻化する。

・高齢労働者、特に技術者や技能者の退職に伴い、技術力や技能の継承が困難に

なることが懸念される。 

・高齢者は肉体的衰えにより、どうしても作業効率の低下・高所作業での労働災

害が懸念される。 

② 建設業界の高齢化対策

・建設業界では建設ＤＸを活用した省力化・省人化を進めており、技術力の伝承

はもとより施工においてもＩＴを活用して対応している。 

・高齢者の大量退職により新規学卒者などの若年者を雇用して会社を維持・存続

を図ることはもちろんのこと、中途採用や建設業の経験のない方も積極的に

雇用し、教育を施して第一線で活躍できるように行っている。 

・安全対策については、建設業労働災害防止協会を中心として、積極的に講習会

等を行い、教育を行っている。 

・高齢技術者・技能者は、豊富な技術・技能を有していることから技術の伝承等

に貢献できるよう努める。



復興予算

R3通常予算は1,497億円（うち、公共事業は1,278億円）

福島県土木部予算の推移

（出典）福島県「令和3年度 土木部当初予算案の概要」

taguchi
テキストボックス
 図-1 



114,962 

110,898 

158,011 

217,354 

196,802 

176,417 

115,991 

155,462 

152,555 

21,415 

35,850 

41,921 

33,954 

38,148 

29,240 

18,327 

13,046 

13,283 

3,909 

2,118 

050,000100,000150,000200,000250,000300,000

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

（百万円）

公共事業費

一般事業費

191,965

225,502

226,042

194,744

129,037

168,745

156,464

23,533

75,300 

70,091 

65,722 

67,651 

60,774 

61,869 

52,884 

55,646 

53,257 

46,207 

53,207 

62,814

65, 044

23,521 

22,425 

21,997 

23,108 

22,350 

25,514 

25,826 

24,801 

26,784 

28,190 

34,172 

27,065 

21,962 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

（百万円）

維持補修費（公共工事費）

公共事業費

一般事業費

111,459
【H21対比】
R3/H21
全 体（137％）
維持補修費（394％）
公共事業費（115％）

一般事業費（93％）

・対 R3比 1.0で推移
・維持補修費は一定伸び
・一般事業費は 1.0
・公共事業費は残額

↓想定

158,509

維持：公共＝13：87

維持：公共＝15：85

維持：公共＝14：86

維持：公共＝16：84

維持：公共＝17：83

維持：公共＝21：79

維持：公共＝20：80

維持：公共＝23：77

維持：公共＝29：71

39,707

令和元年台風第19号等
災害復旧事業

149,783

福島県の復興予算と通常予算の推移と今後

↓想定

150,812

152,819

復興予算

※H21～R3は福島県土木部データをグラフ化。R4以降は独自の想定
（出典）一般社団法人福島県建設業協会

102,993

99,050

102,133

94,667

100,088

92,541

94,726

96,222

93,263

通常予算

年 度

維持：公共＝31：69

維持：公共＝12：88

109,271

維持：公共＝22：78（災害復旧除く 32：68）

21,553

維持：公共＝32：68（災害復旧除く 39：61）

taguchi
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会員数の推移（県全体・支部別）
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33社
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23社 22社
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若松支部
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県全体

○近い将来、会員企業の減少に伴い、広大な県土の

災害対応、維持管理（道路・河川・橋梁等）や除雪が、

危機的な状況に陥る！

公共事業削減

入札制度改革

受注環境の激化 → 地域をまもる企業が減少

浜通り方部県北方部

県南方部会津方部

コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ

東

日

本

大

震

災

▲88社

▲81社
▲ 4社

▲10社

▲7社

▲10社
▲14社 ▲11社

▲3社

▲20社

▲9社

▲15社

▲10社

▲26社

▲7社

▲6社

▲14社

▲6社

▲5社

17社→7社

（▲10社）

23社→9社

（▲14社）

12社→5社

（▲7社）

33社→22社

（▲11社）

8社→5社

（▲3社）

17社→7社

（▲10社）

70社→44社

（▲26社）

22社→12社

（▲10社）

47社→32社

（▲15社）

23社→14社

（▲9社）

42社→22社

（▲20社）

13社→7社

（▲6社）

13社→8社

（▲5社）

16社→9社

（▲7社）

16社→10社

（▲6社）

40社→26社

（▲14社）

【県全体】

４１２社→２３９社（▲１７３社）

平成７年度～令和３年度の会員企業の減少状況
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A 1154　～

B   854　～ 1154未満

C   654　～ 854未満

D 654未満

A   932　～

B   632　～ 932未満

C 632未満

A   948　～

B   748　～ 948未満

C   648　～ 748未満

D 648未満

出典：（一社）福島県建設業協会

福島県発注工事有資格者数の推移（県内）

　　　　　　　令和３年９月作成

〔 一般土木 〕

〔 舗 装 〕

〔 建 築 〕
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県と災害応援協定を締結している企業が存在する市町村の状況

【数ベース】

【面積ベース】
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12 16
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企業不在の市町村 企業１社のみの市町村 企業が２社以上の市町村

※市町村数は、全て現時点の市町村数に置き換え
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市町村面積

都県面積 企業不在の市町村面積 企業１社のみの市町村面積

企業不在又は1社のみの市町村の面積は、

神奈川県の面積を超え、鳥取県の面積に近づいている

※市町村数は、全て現時点の市町村数に置き換え

市
町
村
数

２社以上の市町村

１社の市町村

不在の市町村

20.3
%

27.1
%

52.5
%

令和３年度

不在の市町村

１社の市町村

２社以上の市町村

市町村数ベース

10.5
% 12.7

%

76.8
%

令和３年度

企業不在の市町村面積

企業１社のみの市町村面積

２社以上の市町村面積

市町村面積ベース

77%66%60%41%



災害対応危機市町村（会員企業不在市町村）

会員企業が不在の市町村数

会員企業が１社の市町村数

…１１町村

… ７町村

平成７年度

（1995年度）

※市町村は、全て現時点の市町村に

置き換え

平成１８年度

（2006年度）

※市町村は、全て現時点の市町村に

置き換え

会員企業が不在の市町村数

会員企業が１社の市町村数

…１１町村

… ９町村

※縁取りした市町村は、前の時点から

追加になった箇所

平成２３年度

（2011年度）

※市町村は、全て現時点の市町村に

置き換え

会員企業が不在の市町村数

会員企業が１社の市町村数

…１３町村

…１２町村

※縁取りした市町村は、前の時点から

追加になった箇所

令和３年度

（2021年度）

※市町村は、全て現時点の市町村に

置き換え

会員企業が不在の市町村数

会員企業が１社の市町村数

…１２町村

…１６町村

※縁取りした市町村は、前の時点から

追加になった箇所


